
新型コロナウイルス関連情報（２月１５日現在） 

 

１ 墺連邦保健省によれば、１５日（月）１５時現在、新たにオーストリア国内

で１,４２６名の新型コロナウイルス（COVID-19）感染の確定症例及び１０名の死

亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は４

３１,９３２名（内死亡数：８,２２１名、治癒数：４１２,４５７名）となりま

す。 

国内発生状況 

（州：累計確定症例数（前日比）） 

・ウィーン市（州）   ：８５,７２５名（＋３１６） 

・オーバーエスタライヒ州：８２,９１９名（＋１５９） 

・ニーダーエスタライヒ州：６７,１６４名（＋２１９） 

・シュタイアーマルク州 ：５２,３１１名（＋４１７） 

・チロル州       ：４６,０７５名（＋ ６８） 

・ザルツブルク州    ：３６,２０３名（＋ ６８） 

・ケルンテン州     ：２７,５３３名（＋１１６） 

・フォアアールベルク州 ：２２,６０６名（＋ １７） 

・ブルゲンラント州   ：１１,３９６名（＋ ４６） 

 

（州：死亡数（前日比）、治癒数） 

・ウィーン市（州）   ：１,６１０名（＋３）、８２,２０８名 

・オーバーエスタライヒ州：１,４９３名（＋１）、７９,８２３名 

・ニーダーエスタライヒ州：１,２５８名（＋１）、６３,７３８名 

・シュタイアーマルク州 ：１,６７８名（＋１）、４８,１９５名 

・チロル州       ：  ５５８名（＋０）、４５,０３４名 

・ザルツブルク州    ：  ４７０名（＋３）、３３,９９８名 

・ケルンテン州     ：  ６５９名（＋１）、２５,８２３名 

・フォアアールベルク州 ：  ２６５名（＋０）、２２,５６８名 

・ブルゲンラント州   ：  ２３０名（＋０）、１１,０７０名 



 

２ １３日及び１４日、オーストリア入国制限（検疫）に関する墺保健省令の改

正が施行されました。改正内容の概要は以下のとおりです。 

 

（１）医師の陰性証明書様式（様式Ｃ及びＤ）が改正されました。旧様式も１８

日までは引き続き使用可能です。加えて、同様式以外の墺国外の検査結果につい

ても、ドイツ語又は英語で、かつ、所定の項目（注）を満たせば入国検査時に示

す陰性の証明書として認められることとなりました。 

（注）氏名、生年月日、検査の日時、試験結果（陽性、陰性）、試験者の署名、

試験実施機関の印章又はバーコード若しくはＱＲコード入りのもの 

 

（２）入国時の事前オンライン登録は、入国の７２時間前以降に行うことが明示

されました。既存の送信確認書は１８日まで使用可能です。また、オンライン登

録できない場合の書面の様式（様式Ｅ）も改正されました。 

 

（３）トランジット旅行者、（墺が目的地となる）貨物輸送従事者についても、

（検疫措置の例外の適用を受けるためには）出国予定を確認できるものが求めら

れる旨明示されました。 

 

様式Ｃ 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_10

0_2_1833844.pdfsig 

 

様式Ｄ 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_10

0_2_1833845.pdfsig 

 

様式Ｅ 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.pdfsig


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_10

0_2_1833846.pdfsig 

 

３ 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染する

とされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めて

ください。 

なお、オーストリア保健・食品安全機関（AGES）は、新型コロナウイルスへの

感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療

目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。 

参考：コロナウイルス感染予防措置 

・定期的に、約３０秒間石鹸で手洗いをする 

・顔（特に口、目、鼻）を指で触らない 

・握手と抱擁を避ける 

・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻

を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。 

 

【参考】 

■ オーストリア保健省 

〇新型コロナウイルス情報（独語） 

https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-

Coronavirus-(2019-nCov).html 

〇AGES Dashboard（各行政区毎の過去７日間の感染状況等）（独語・英語） 

https://covid19-dashboard.ages.at/ 

〇４色信号機システム特設サイト（独語） 

https://corona-ampel.gv.at/ 

〇新型コロナウイルス・ホットライン（独語・英語） 

Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月－金，9:00-17:00) 

ウェブサイト：https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

■ 日本厚生労働省 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.pdfsig
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://corona-ampel.gv.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/


〇新型コロナウイルス関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○新型コロナウイルスに関する Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_feve

r_qa_00001.html 

■ 世界保健機関（WHO） 

○ウェブサイト：https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 

（問い合わせ先） 

○在オーストリア日本国大使館 

住所：Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria 

電話: （市外局番０１）５３１９２０ 

Fax: （市外局番０１）５３２０５９０ 

ホームページ：https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
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